
◆　平成３０年１月～　 自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS)より手続可能です。

自動車保管場所証明申請 自動車の保管場所の確保等に関する法律

◆　令和７年11月４日～ 警察国民向けポータルより手続可能です。

施設占有者による提出書の提出 遺失物法施行規則

指定を受けようとする施設占有者による申請書及び添付書類の提出 遺失物法施行規則

保管物件届出書の提出 遺失物法施行規則

物件売却届出書の提出 遺失物法施行規則

物件処分届出書の提出 遺失物法施行規則

電磁的記録媒体提出票の提出 遺失物法施行規則


